
総務省

育児又は介護を行う職員の職業生活と家庭生活の両立を一層容易にす
るため、地方公務員について、育児休業の取得回数の制限を緩和すると
ともに、非常勤職員に係る介護休業の取得要件を緩和する。

※ 人事院の意見の申出に鑑み行われる国家公務員に係る改正法と同様の措置。

１．育児休業の取得回数制限の緩和

（１）育児休業を原則２回（現行：原則１回）まで取得可能とする

（２）（１）の原則２回までの育児休業に加え、子の出生後８週間
以内に育児休業を２回（現行：１回）まで取得可能とする

２．非常勤職員の介護休業の取得要件の緩和

一年以上の雇用期間の要件を廃止する

３．施行期日

公布の日から起算して９月を超えない範囲内において政令で定める日

（２の改正規定は公布の日から起算して３月を超えない範囲内
において政令で定める日）

地方公務員育休法及び改正民間育児・介護休業法の
一部を改正する法律案 概要

※ 法案の正式名称は、地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を
行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案。

［地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第110 号）第２条の一部改正］

［育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険
法の一部を改正する法律（令和３年法律第58 号）附則第３条の一部改正］

※ 国家公務員に係る改正法の施行期日と同じ。



地
方
公
務
員
の
育
児
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業
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す
る
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及
び
育
児
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業
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介
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育
児
又
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介
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す
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す
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す
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第
一

地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正

職
員
が
同
一
の
子
に
つ
い
て
育
児
休
業
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
回
数
（
一
及
び
二
に
掲
げ
る
育
児
休
業
に
係
る
も
の
を
除

く
。
）
を
、
条
例
で
定
め
る
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
二
回
以
内
と
す
る
こ
と
。
（
第
二
条
第
一
項
関
係
）

一

子
の
出
生
の
日
か
ら
国
家
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
人
事
院
規
則

で
定
め
る
期
間
を
基
準
と
し
て
条
例
で
定
め
る
期
間
内
に
、
職
員
（
当
該
期
間
内
に
労
働
基
準
法
第
六
十
五
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
勤
務
し
な
い
職
員
を
除
く
。
）
が
当
該
子
に
つ
い
て
す
る
育
児
休
業
（
二
に
掲
げ
る
育
児
休
業
を
除
く
。
）

の
う
ち
最
初
の
も
の
及
び
二
回
目
の
も
の

二

任
期
を
定
め
て
採
用
さ
れ
た
職
員
が
当
該
任
期
の
末
日
を
育
児
休
業
の
期
間
の
末
日
と
し
て
す
る
育
児
休
業
（
当
該
職

員
が
、
当
該
任
期
を
更
新
さ
れ
、
又
は
当
該
任
期
の
満
了
後
引
き
続
い
て
任
命
権
者
を
同
じ
く
す
る
職
に
採
用
さ
れ
る
こ

と
に
伴
い
、
当
該
育
児
休
業
に
係
る
子
に
つ
い
て
、
当
該
更
新
前
の
任
期
の
末
日
の
翌
日
又
は
当
該
採
用
の
日
を
育
児
休

業
の
期
間
の
初
日
と
す
る
育
児
休
業
を
す
る
場
合
に
限
る
。
）



第
二

育
児
休
業
、
介
護
休
業
等
育
児
又
は
家
族
介
護
を
行
う
労
働
者
の
福
祉
に
関
す
る
法
律
及
び
雇
用
保
険
法
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
の
一
部
改
正

地
方
公
務
員
の
非
常
勤
職
員
に
つ
い
て
、
介
護
休
業
の
取
得
要
件
の
う
ち
、
一
年
以
上
の
雇
用
期
間
の
要
件
を
廃
止
す
る

こ
と
。
（
附
則
第
三
条
関
係
）

第
三

そ
の
他

一

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
九
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。

た
だ
し
、
第
二
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行

す
る
こ
と
。

二

こ
の
法
律
の
施
行
に
伴
い
、
関
係
法
律
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。


